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平成２２年１１月１日現在

　商  品  名 住まいる借換えワイド

　ご利用いただ ・当金庫の会員となれる方
　ける方 　①当金庫の営業地区に住所又は居所や事業所を有する個人の方

　②当金庫の営業地区内において勤労に従事されている方又は地区内に事業所を有する者
　　の役員の方

上記条件のいずれかに該当される方であれば、当金庫に出資をしていただき会員に
なることができます。なお、会員になっていただかなくても、ご融資させていただ
くことが可能な場合もございます。

・当金庫の営業地域内に居住し、住宅を取得される方
・お申込時年齢が満２０歳以上６５歳未満で、完済時の年齢が満８０歳未満の方
・勤続年数が２年以上の給与所得の方
・勤続３年以上かつ通年決算が３期以上の法人役員、個人事業主又は親族経営の法人に勤務さ
　れてる方
・安定継続した収入があり、前年度の年収が１００万円以上の方
・借入後、最低３年以上経過して直近１年間に延滞のない方
・固定電話又は携帯電話を所有され連絡のとれる方
・日本国籍を有するまたは永住許可を受けた方
・反社会的勢力に該当しない方
・全国保証株式会社の保証が得られる方
・団体信用生命保険に加入できる方（保険料は当金庫が負担いたします｡）

　お使いみち ・申込人が居住する住宅の住換え資金・借換等資金及びそれに係る諸費用
※借換にかかる諸費用（保証料・事務手数料・火災保険・登記費用・繰上完済手数料等）

・借換と同時に行なうリフォーム資金

　対象物件 　敷地となる土地面積が６０㎡以上で建物の床面積が５０㎡以上あることが必要です。
　※マンションについては床面積４０㎡以上かつ表示登記が昭和５０年４月１日以降である事。
　※ワンルームマンションはお取扱いできません｡

　ご融資金額 　100万円以上6,000万円以内（１万円単位）
　　ただし、次の条件を満たす範囲内の金額です。
　　　①本件の借入を含め同一債務者による累積債務額（公庫等含む）が上記範囲内
　　　②保証会社で定める担保評価額の200％の範囲内

　ご利用期間 ２年以上３５年以内（月単位）
ただし、次に定める期間の範囲内であるものとします。

区分 最長期間
マンション 50年から表示登記後の経過年数を控除

その他 35年

・保証会社の審査により、期間については変更となる場合があります。
・経過年数の算出は端数月の六捨七入の年単位とします。
・保証料の算定は融資期間の端数月については切上げて年単位とします。
・借入後の返済期間は、既存借入の残存期間に関係なくご利用いただけます。
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　ご融資利率 ・当金庫所定の利率を適用させていただきます。
・店頭でお問い合わせいただくか、当金庫ホームページ「金利一覧」をご覧ください。
・ご融資利率は金融情勢などに応じて変更されることがございます。
・適用されるご融資利率は、お申し込み時ではなく、実際にお借入れいただく日の当金庫住宅
　ローンプライムレートに基づくご融資利率が適用されます。
　（場合によってはお申し込み時の利率と異なることがございます｡）

　（１）変動金利型
　　・当金庫住宅ローンプライムレートを基準とする変動金利となります。
　　　①ご融資時の適用利率は、３月１日又は９月１日現在の当金庫住宅ローンプライムレー
　　　　トを基準に、各４月１日又は１０月１日に変更いたします。ただし、基準金利が大幅
　　　　に変動した場合には、それ以外の日に適用利率を変更することがございます。
　　　②ご融資後の適用利率は基準金利（当金庫住宅ローンプライムレートに連動して決定さ
　　　　れる当金庫所定の金利）の変更に伴い、その変更幅と同じだけ引き下げ、又は引き上
　　　　げられます。ご融資後の利率の変更は４月と１０月で新利率は各翌々月の約定返済分
　　　　から適用いたします。ただし、ボーナス月増額返済併用の場合は、変動後最初に到来
　　　　するボーナス月の翌月返済分から適用いたします。
　　　　　なお、利率に変動があった場合でも、返済額の中の元本部分と利息分の割合を調整
　　　　し、５年間は返済額を変更いたしません。また返済額の見直しは５年毎に行いますが
　　　　新返済額は旧返済額の１．２５倍を上限とさせていただきます。当初の借入期間が満
　　　　了しましても未返済残高がある場合は、原則として期日に一括返済していただきます。

　（２）固定金利選択型
　　・固定金利選択型（３年型・５年型・１０年型）について借入当初の金利が適用されるの
　　　は固定期間（３年・５年・１０年）に限ります。固定金利期間中は他の金利タイプへの
　　　変更はできません。固定期間経過時点で再度その固定金利を選択することはできますが、
　　　この金利は借入当初の金利とは異なる可能性があります。

　ご返済方法 ・毎月元利均等返済とし、ボーナス月増額返済の併用もご利用いただけます。ただし、ボーナ
   ス返済部分の元金はご融資金額の５０％以内とさせていただきます。
・ボーナス月増額返済は６か月ごとのご指定月にしていただきます。
・ご返済日は毎月２日又は２２日のいずれかを選択していただきます。

　返済ご負担比率 ・本件借入及び既存借入における年間返済額の年間所得に対する割合は次のとおりとします。

年間所得 返済負担比率
400万円未満 25％以内
400万円以上 30％以内

　連帯保証人 　全国保証株式会社の保証をご利用していただきますので、原則として不要です。
　ただし、不動産の持分を共有される場合、共有者は連帯保証人とさせていただきます。
　なお、所得合算の取扱いをする場合は、その合算者を連帯債務者又は連帯保証人とさせて
　いただきます。

　抵当権等 ・ご融資物件に当金庫を抵当権者第１順位の抵当権を設定していただきます。
　その際には抵当権設定に伴う登録免許税、お借換え前のローンに対する抵当権抹消費用及
　び司法書士あて報酬等が必要となります。
・担保として差し入れていただくご融資物件には原則、ご利用期間と同期間の火災保険に加入
　していただきます。
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　保証料 ・一括先払い方式として、ご融資時に保証会社へお支払いいただきます。
・保証料は次のとおり区分して算出します。
　
　　①通常保証料（ご融資額のうち担保価格【担保掛目１００％】まで）

＜融資額１００万円に対して＞ （単位：円）
ご融資期間 ５年 １０年 １５年 ２０年 ２５年 ３０年 ３５年

保証料 4,435 7,941 11,213 14,211 16,909 19,297 21,378

　　②超過保証料（ご融資額のうち①を超える額）
＜融資額１００万円に対して＞ （単位：円）
ご融資期間 ５年 １０年 １５年 ２０年 ２５年 ３０年 ３５年

保証料 13,306 23,823 33,641 42,635 50,729 57,892 64,134

　手数料等 　下記のとおり事務手数料をお支払いいただきます。

　（１）事務取扱手数料
　　　　①保証会社に対する事務取扱手数料　　　５２，５００円（消費税込み）
　　　　②当金庫に対する事務取扱手数料　　　　１５，７５０円（消費税込み）
　　　　
　（２）条件変更及び一部繰上返済する場合　　　　５，２５０円（消費税込み）
　　　　
　（３）全額繰上返済する場合　　　　　　　　　３１，５００円（消費税込み）

　（４）他金融機関でのお借入れを繰上返済される場合は、他金融機関への繰上返済手数料、
　　　　未収利息等が必要となる場合があります。

　印紙代 ・金銭消費貸借契約証及び変動金利特約書には所定の印紙税が必要となります。
（単位：円）

ご融資金額 100万円 ～500万円 ～1,000万円
印紙税 1,200 2,200 10,200

ご融資金額 ～5,000万円 ～6,000万円
印紙税 20,200 60,200

　その他 ・お申込みに際しましては、事前の審査をさせていただきます。結果によりましては、ご希望
　に添えない場合もございますので、あらかじめご了承ください。
・ご返済の試算など詳しくは当金庫の営業店窓口にお問い合わせください。またホームページ
　でもご確認いただけます。
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